
託児サービス利用を申込むことができるのは、職業訓練コース番号 ２１ ◆ビジネススキルマスター科受講対象者
であって、下記の全ての要件を満たす方です。

就学前児童（乳児（託児所受入れ可能な0歳児から小学校就学の始期に達するまでの者））の保護者で
職業訓練を受講することによって児童の保育ができない方。

１．同居の親族その他の者が当該児童を保育することができない方。
２．現在、年間又は月極契約で、別の保育施設に当該児童を預けていない方。

【申込方法/手順】 （下記申込書等は、施設見学日と能力開発説明会日に配布します。）
①   電話で託児サービス提供施設と「親子の託児施設見学日」の日程を相談する。
②   親子で施設見学と施設担当者と面談をする。（能力開発説明会日までに）
③   託児サービス利用申込書を記入・提出する。（能力開発説明会日に、訓練実施場所で）
④   入園申込書類を提出する。（入校手続き日に、託児サービス提供施設へ）

※対象の児童に障がい等があり、託児施設による十分な保育の提供が行われないと見込まれる場合は、
   託児サービスの利用はできません。(見学の際に、託児施設担当者と相談してください。)
※訓練期間中の訓練時間（休憩時間及び登降園に要する時間を含む）の託児サービス利用料は無料ですが、
   託児サービス利用料に含まれない食事、ミルク、おむつ代等については、受講者の負担となります。
   能力開発説明会、入校手続き日に託児利用（有料・自己負担）を希望される方は、託児施設見学日に
   施設担当者と相談してください。

◎   託児サービス利用申込み結果について　（結果通知発送予定日令和８年１０月１５日）
「託児サービス利用申込書」に基づき、託児児童定員の範囲内において三重県立津高等技術学校長が託児
サービスの利用が必要であると認めた方が利用できます。

◇ 託児サービス提供施設名称及び設備等
①    施設の名称 保育ルーム　チューリップ　四日市ルーム

〒510-0885　四日市市日永4-4-38
②    設　備　等  (電話番号　０５９－３４５－２３８８)

保育室兼遊戯室兼仮眠室２室
トイレ１室

③    事業開始日 平成25年7月16日
④    託児サービス ８：００～１７：００

 利用可能時間 ※託児サービスは訓練期間中、訓練を受講した日のみ利用できます。
 (欠席・遅刻・中抜け・早退に該当する時間はサービスの利用ができま
せんので、予めご了承ください。) 

⑤    職員の配置 園長１名、保育士１名、その他（医師、事務員等）1名

◇  施設の区分 認可外保育施設

◇ 設 置 者 施設長　山口　知勢子

◇ 託児定員 　　　 ２名（０歳～就学前の幼児）
※児童の健康状態によっては、お預かりできない場合があります。
※本訓練コース受講者を対象とした定員です。

◇ 託児サービスの内容 ・授乳、補水補助・食事・軽食（ミルク、おやつを含む）の介助。
・認定保育（手遊び歌、工作、英語等）・おむつ交換

◇ 託児サービス利用料 お弁当・ミルク・おむつ・おやつ・バスタオル（昼寝用）・着替えは持参してください。
なお、送迎は受講者自らによる児童の送迎となります。

◇ 傷害保険等とその保障内容
①　保険の種類 賠償責任保険
②　保険事故と保険の金額 対人賠償 １名につき2,000万円   

対物賠償 １事故につき　１億円

◇ 提携する医療機関と提携の内容
①　医療機関 三重県立総合医療センター　　　四日市市日永5450-132
②　提携の内容 保育園内での事故などがあった場合は、救急で診てもらう。

　　
◇ 問い合わせ窓口対応職員 山口　正記

ＴＥＬ０５９-３４５-２３８８　　対応時間　８：００～１８：００
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◇ 保育のプログラム（例．１日の基本スケジュール等）

◇ 持ち物について

※持ち物についてはすべてお名前を記載してください。
　 年齢に応じて、お持ちいただくものが増えることがあります。

●お弁当、おやつ ●飲料
●タオル、バスタオル（お昼寝用） ●おしりふき
●着替え一組以上 ●粉ミルク、哺乳瓶
●紙/布おむつ

◇   その他　託児サービスに関する特記事項

・保育施設見学をご希望の方は、事前連絡確認のうえ

　来園してください。

・託児サービスを希望される対象の児童に、障がい等があり

　施設による十分な保育の提供が行われないと見込まれる

　場合は託児サービスの利用はできません。

別途料金（実費負担）に
ついて

お弁当、おやつ、飲料、おむつ等は各自持参してください。
オプション：おむつ（１枚）１５０円

利用医療機関
三重県立総合医療センター（四日市市日永5450-132　電話059－345－2321）
お子様が急に発病したり、けがを負った場合にお連れすることとしています。

非常災害に対する措置
に関する事項

保育者は防災訓練措置を受けています。保護者の方には、事前に万が一の災害の
対応についてご説明いたします。緊急避難先は日永小学校となっています。
※託児施設内で生じた事故等の扱いは、規約に沿った対応となります。

託児施設との契約
託児施設との契約書を締結していただきます。
（入園申込みに関する書類は、受講予定者を対象に入校手続き日に配布します。）

入園申込みについて
1.入園申込書、2.誓約書、3.保険証コピー、4.乳児医療証コピー、
5.健康診断書（母子手帳検診のコピー可）、6.印鑑（契約時のみ必要）
を入校手続き日にご持参ください。

保育体制に関する事項
0歳児：3名につき保育士1名以上　1.2歳児：児童6名につき保育士1名以上
3歳児：児童20名につき保育士1名以上
4歳以上児：児童30名につき保育士1名以上

呼び出し
お子様が急な発熱、体調の悪化、けが等をしたときは保護者に連絡することもあります。
授業中のことも考慮し、訓練実施施設を通じてのご連絡となります。

１１：３０ 昼　　 　食

９：３０ 朝　の　会 １５：００ お　  や  　つ

１０：００ 認定保育(手遊び歌、工作、英語等) ～１８：００ 降　　　　　園

　 ８：００～ 登　　 　園 １２：３０ 午　　　　　睡

午　　　　　　　　　　前 午　　　　　　　　　　後

●施設場所について

【交通機関】

あすなろう鉄道南日永駅

徒歩3分 保育ルームチューリップ

南日永駅
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